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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について
資料２

１．ホームページ「IZUMO KAIGO LIVE!」による情報発信

Ⅰ.イメージアップに向けた取組

●介護の魅力を発信し、介護業界のイメージアップを図り、介護職場への就業促進及び

　　定着につなげます。

●WEBサイトでは、

• 市内介護職員や介護事業所へのインタビュー記事

• 本市の取組や補助制度の紹介

• 市内介護事業所のPR情報

• 介護に関連するイベント情報

　　などを掲載しています。

詳細はこちら

https://www.izumo-kaigo.jp/
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

２．中学生向け介護の基礎的講座

Ⅰ.イメージアップに向けた取組

●市内の介護職員を市内中学校に講師として派遣し、介護学習を通じて介護に興味を

　　持ってもらい、未来の担い手づくりにつなげます。

●講座の様子　

福祉とは… 高齢者疑似体験（買い物、階段の移動）

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

１．職員交流研修会等開催事業

Ⅱ.介護人材の定着に向けた取組

●介護職員の離職防止を目指し、職員がモチベーションを持って働けるよう、スキルアップ

　　に繋げられる研修会や、同じ悩みを持つ職員同士がお互いに意見を交換できるような

　　交流の場を提供し、介護職員の定着を目指します。

●実施内容

• 業務継続計画の策定

• 管理マネジメント

• ハラスメント対策

• 介護支援専門員資格講座
などを実施しています。

研修案内は、メールや
 「IZUMO KAIGO LIVE！」

等で周知します。
ぜひ、ご参加ください！

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

１．介護の入門的研修

Ⅲ.介護人材の確保に向けた取組

●介護に関する入門的な知識・技術

　　を習得するため研修です。

• 介護未経験者の介護分野への参入
のきっかけ作り。

　　＋

• 介護分野で働く際の不安を払拭。

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

２．介護人材育成支援事業補助金

Ⅲ.介護人材の確保に向けた取組

●介護サービス事業所における介護従事者の資質向上を図 り、介護人材の確保及び

　　育成を推進するため、研修修了者に対し、受講料及び教材費の一部を補助します。

介護職員
初任者研修
修了者

または
実務者研修
修了者

かつ、研修終了後、
出雲市内の介護
サービス事業所に

３か月以上継続して
勤務している方

受講料等の
１／２を

補助します！
（上限５万円）

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

１．訪問サービス事業所支援

令和６年度から実施している取組

●市内の条件不利地域における訪問サービスの提供体制の充実により、訪問サービス
 　提供地域の拡大を図ります。

• 条件不利地域における訪問サービスへの助成

• 訪問介護職員の新規雇用への助成

２．外国人介護人材受入支援

●外国人就労の拡大に向けて外国人介護人材の受入に対し、補助を行うことで多様な
　 介護人材の確保につなげます。

• 留学生受入に係る経費への助成

• 特定技能外国人受入に係る経費への助成

資料２



18

２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

令和８年度介護人材確保・定着推進事業費補助金について

事業名 事業概要 対象 

1.介護人材受入支援
  （拡充）

⑴留学生受入に係る経費への助成
⑵特定技能外国人受入に係る経費への助成
⑶訪問介護職員・介護支援専門員の新規雇用への助成

事業者 

2.条件不利地域の支援
  （拡充） 

条件不利地域における訪問・通所・小規模（看護）多機能型
居宅介護支援・居宅介護支援サービスへの助成

事業者 

3.新規就労者奨励事業
  （新規）

⑴市内事業所に介護職員として雇用された者へ奨励金支給
⑵雇用後、2年間、3年間の就労継続時に奨励金支給

個人

4.居宅介護支援事業所
   等支援（新規）

⑴介護支援専門員更新研修等の費用助成
⑵居宅介護事業所の効率化支援 

事業者

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

令和８年度介護人材確保・定着推進事業費補助金について

1.介護人材受入支援（拡充）　補助対象者：市内に介護保険事業所を開設する事業者

事業名 補助内容等

⑴留学生受入に係る
　 経費への助成

介護福祉士養成施設における留学生受入に係る経費の2分の1以内の額
を補助します。
(助成金上限１人あたり100万円。1名につき1回に限り。)

⑵特定技能外国人受入
   に係る経費への助成 特定技能外国人受入に係る経費の2分の1以内を補助します。

(助成金上限１人あたり20万円。１名につき１回限りとし、１事業者につき
１年あたり5名を上限。)

⑶訪問介護職員・
   介護支援専門員の
   新規雇用への助成

市内の訪問介護事業所において、新たに要件を満たす訪問介護員を、居
宅介護支援事業所等※において、介護支援専門員を雇用した場合、その
事業者に対し、雇用者数1人につき20万円を補助します。（※介護支援専
門員設置必須の事業所）

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

令和８年度介護人材確保・定着推進事業費補助金について

2.条件不利地域の支援（拡充）　　　　　　　　　　〇条件不利地域
　

条件不利地域において、

• 訪問サービス
• 通所サービス
• 多機能系サービス
• 居宅介護支援サービス

を実施した出雲市内及び出雲市外の事業者
に対し、１件につき1 ,000円を補助します。

※介護保険法及び出雲市介護予防・日常
     生活支援総合事業実施要綱に規定する
     サービスが対象です。

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

令和８年度介護人材確保・定着推進事業費補助金について

3.新規就労者奨励事業（新規）

介護の仕事をされる方に奨励金をお渡しします！
交付要件（次の全てを満たすこと） 奨励金額

• 市内の事業所において介護の仕事に1年間、常勤で勤務して
いないこと

• 令和8年4月1日以降に市内の介護事業所に介護職等として常勤
相当（週32時間、月128時間）かつ無期雇用で就業した人

• 介護職として３年以上継続して就労する意思のある人

• 市税等の滞納がないこと

• 過去に当該奨励金を受給していないこと

採用時　　１５万円
※6ヶ月経過後に申請可能

２年経過　１５万円

３年経過　１５万円

資料２
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２.介護人材の確保・定着に係る施策の推進について

令和８年度介護人材確保・定着推進事業費補助金について

4.居宅介護支援事業所等支援（新規）

補助対象者　市内に介護支援専門員設置必須の事業所を開設する事業者

事業名 補助内容等

介護支援専門員更新研修等
の費用助成

下記に要する費用を上限5万円まで助成
• 介護支援専門員更新研修　　　　　　　    　　　　
• 介護支援専門員務研修及び試験 　
• 介護支援専門員の主任研修　　

AI活用による居宅介護支援
事業所業務負担軽減事業

① ケアプランをAIに作成させるソフトの運用費用の1/2助成
② AI電話等による情報収集費用の1/2助成　

※いずれも居宅介護支援事業所に限る。

居宅介護支援事業所重点的
支援体制確保事業

身寄りがない等重点的な支援が必要な高齢者支援体制の確保を支援

※居宅介護支援事業所に限る。

資料２


